
燕・弥彦総合事務組合 水道局 からのお知らせ 

 

 
 

 平素は水道事業にご協力いただきまして、誠にありがとうございます。 

 燕市と弥彦村は、浄水場の老朽化などの共通の課題を解決するため、燕・弥彦総合事務 

組合として共同運営を開始し、既設４浄水場を１つに統合する浄水場施設再構築事業を進 

めてまいりました。 

 この度、市道広域７号線において、送配水管布設工事を実施しますので、お知らせいた 

します。 

 工事期間中は、ご不便をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力をいただくようお願いい 

たします。 

 

 

 １．工 事 名  燕市・弥彦村送配水管整備事業に係る送配水管布設工事 
 

 ２．工事場所  市道広域７号線 
 

          ※詳しい工事範囲・工事時期は、裏面をご覧ください。 
 

 ３．規制内容  工事区間① <令和３年８月～令和４年３月予定> 片側交互通行 
 

       工事区間② <令和４年３月～令和４年６月予定> 全面通行止め 
 

 

 ４．工事時間  午前８時 30 分 ～ 午後５時 00 分 
 

 ５．工事内容  統合浄水場(笈ケ島)から既存配水管までの送配水管布設工事 
 

 ６．そ の 他  ・工事期間中は、騒音等の発生をできるだけ少なくするよう努めて 

１まいりますとともに、交通誘導員及び案内看板を配置し安全対策 

１にも努めてまいります。 
 

・期間中、全面通行止め工事区間においては、迂回ルート等にて 

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。 
 

 

 

 

 

水道工事による交通規制について 

問合せ：燕・弥彦総合事務組合 水道局 経営企画課  電話：0256-64-7400 

現在、燕市内及び弥彦村内で施工されている「送配水管布設工事に係る交通規制図」は、組合ホームページでご覧いただけます。 

  
燕弥彦総合事務組合水道局 

弥彦村 

分水地区 

燕地区 

 統合浄水場の建設 

（信濃川から取水） 

道金浄水場の廃止 

吉田送配水場へ改修 

弥彦送水場へ改修 

吉田地区 

分水浄水場の廃止 

燕市各地区及び弥彦村への配水イメージ 
 

 

 

 

 

災害に強く 安全なおいしい水を 

安定供給できる 

浄水場の整備を行っています 

組合水道局では「燕市・弥彦村水道事業広域化基本計画」に基

づき、令和７年度の供用開始を目指し、燕市笈ケ島地内におい

て統合浄水場の建設を進め、併せて送水・配水する水道管布設

工事も燕市各地区及び弥彦村で始まっています。 
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工事期間中は、ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をいただくようお願いいたします。
なお、現時点での予定であるため、状況等により時期・工事範囲が変更になる場合があります。
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令和４年３月 ～ 令和４年６月

「全面通行止め」
＜農耕車両のみ通行可能＞

交通誘導員及び現地案内看板の指示に

従い、迂回路をご利用ください。

第四北越銀行● 大 曲

令和３年８月 ～ 令和４年３月

「片側交互通行」

②

①


